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第１章 

   

策定の趣旨と位置づけ 
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なかとかち浄水場 庭園 

１ 策定の趣旨 

十勝中部広域水道企業団（以下「企業団」という。）は、昭和 56 年 10 月、札内川上流の札

内川ダムを水源として、十勝中部地域の１市４町２村（帯広市・音更町・幕別町・芽室町・池田

町・中札内村・更別村。以下「構成市町村」という。）に水道用水の供給を行うことを目的とし

て設置され、平成７年に供給を開始して以来 25 年にわたり、構成市町村とともに地域にとって

欠かすことのできないライフラインとして、人々の生活と産業活動を支えてきました。 

この間、国においては、全国の水道事業体に共通する課題に対応していくため、平成 16 年６

月に「水道ビジョン」を策定し、これからの水道事業体のあるべき姿として、「安心」・「安

定」・「持続」・「環境」の４つを長期的な政策目標に掲げました。企業団においても平成 22

年に、用水供給事業の長期的な計画であり、事業運営の指針となる「ワックアプラン２０１０」

（以下「現・プラン」という。）を策定し、安全で安心な水道用水を安定的に供給する体制の構

築に務めてきました。 

しかしながら、現・プランの策定から約９年が経過し、人口減少等に伴う水需要の減少、東日

本大震災を契機とする危機管理体制の強化、施設の耐震化・老朽化対策など、企業団を取り巻く

状況や課題は大きく変化し、用水供給事業の運営にとって大変厳しい時代を迎えようとしていま

す。 

こうした背景により、現・プランを見直し、企業団が将来においても健全に用水供給事業を運

営するため、厚生労働省が策定した「新水道ビジョン【※１】」で示された「安全」・「強

靭」・「持続」の観点を踏まえ、新たな基本方針の設定、これを達成するために必要な方向性と

取組内容を示した「ワックアプラン２０２０～新しい水道ビジョンと経営戦略～」（以下「新・

プラン」という。）を策定するものです。 

 

 

  

 

※１ 新水道ビジョン 
平成 25 年３月に厚生労働省が策定。50 年後、100 年後の将来を見据え、水道の理想像を明示するとともに、取

り組みの目指すべき方向性やその実現方策、関係者の役割分担を提示したもの。 
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厚生労働省 

新水道ビジョン 

総務省 

公営企業の経営戦略 

 

北海道 

水道ビジョン ワックアプラン 

２０２０ 

十勝中部広域水道企業団 
各事業・業務の 

個別計画 

２ 位置づけ 

新・プランは、企業団がすすむべき方向として、中・長期的な事業運営の方針を示したもので

あり、「新水道ビジョン（厚生労働省策定）」及び「北海道水道ビジョン（北海道策定）【※

２】」を踏まえるとともに、企業団が策定する他の個別計画との整合性を図ります。 

新水道ビジョンで掲げられた「安全」、「強靱」、「持続」の観点から企業団が今後目指すべ

き方向性と取組内容を示すとともに、各事業・業務の実施に関する個別計画を新・プランの下位

計画に位置づけ、相互に反映させるものとします。 

また、厚生労働省が示した「新水道ビジョン」と総務省が策定を求めている「公営企業の経営

戦略【※３】」の内容を併せ持つものとして策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 
※２ 北海道水道ビジョン 

北海道における水道関係者の共通の目標となる水道の将来像やその実現のための方策等を明確にし、関係者がその取
り組みを推進していくため策定したもの。 

※３ 公営企業の経営戦略 

総務省が「公営企業の経営に当たっての留意事項」において、経営等について適格な現状把握を行ったうえで、中長
期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化、経営健全化を行うよう策定を求めたもの。 
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農村公園（更別村） 

３ 計画期間 

計画期間は、2020（令和２）年度から 2029（令和 11）年度までの 10 年間とし、定期的

（概ね５年）に進捗状況を確認するとともに、必要に応じて計画を見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ワ ッ ク ア プ ラ ン ２ ０ ２ ０  計 画 期 間 10 年 間  

Ｒ２  Ｒ３  Ｒ４  Ｒ５  Ｒ６ 

進捗状況の 

確認 

Ｒ７  Ｒ８  Ｒ９  Ｒ10  Ｒ11 
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第２章 

   

十勝中部広域水道企業団の概要 
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 １ 設立の経緯 

昭和 52 年頃、帯広市を中心とする十勝中部地域は、人口の増加や生活様式の多様化等により

水需要が増大し、その対応のため、早急に水道水源を確保する必要が生じました。 

当時、市町村が独自に新たな水道水源を河川や地下水に求めることは、極めて困難な状況であ

ったことから、国が計画していた多目的ダム【※１】である札内川ダムに水源を確保し、将来に

わたり十勝中部地域における水道水の安定供給を図るため、北海道が策定した十勝地域広域的整

備計画に基づき、１市４町２村（帯広市・音更町・幕別町・芽室町・池田町・中札内村・更別

村）からなる十勝中部広域水道企業団を設立し、広域的水道用水供給事業の整備をすすめること

としました。 

 

 ２ 事業の概要 

昭和 57 年６月に用水供給事業経営認可を得て、創設事業に着手しました。平成７年２月に浄

水能力 40,000 ㎥ ／日の用水供給施設第１期工事が完成、平成７年４月から水道用水の供給を

開始し、平成 11 年３月には、浄水能力 60,000 ㎥ ／日となる第２期工事が完成しました。し

かし、水需要が当初計画していたほど伸びていないことから、平成 25 年度以降に予定していた

浄水能力 80,000 ㎥ ／日とする第３期施設整備計画について、平成 21 年に施設計画の見直し

を行い、当面凍結することとしました。 

 

 

構成市町村 帯広市・音更町・幕別町・芽室町・池田町・中札内村・更別村 

水源 札内川ダム 

取水地点 札内川第１砂防ダム下流地点 

目標年次 平成 12 年度（昭和 75 年度） 

計画取水量 
127,800 ㎥ ／日（毎秒 1.48 ㎥ ） 

（うちダム使用権 100,200 ㎥ ／日） 

計画供給水量 119,390 ㎥ ／日 

給水人口 337,400 人 

 

 

 

 

  

 

※１ 多目的ダム 
洪水時の水量調節や水道用水、工業用水、かんがい用水、発電用水の供給など目的を２つ以上兼ね備えたダム。 

創設事業計画 
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芽室公園（芽室町） 

 

 ３ 十勝中部広域水道企業団年表 

 

昭和 56 年 10 月 十勝中部広域水道企業団設立許可（十勝振興第 58 号指令） 

昭和 57 年 ６ 月 十勝中部広域水道用水供給事業経営認可（厚生省環第 355 号） 

昭和 57 年 ８ 月 送水管布設工事に着手 

昭和 59 年 ５ 月 導水管布設工事に着手 

昭和 60 年 ７ 月 特定多目的ダム使用権の設定申請（北海道開発局長） 

昭和 63 年 ７ 月 浄水場施設築造工事に着手 

平成 ３ 年 ９ 月 札内川ダム定礎式 

平成 ４ 年 ９ 月 水利使用許可（建設省開河調発第２号） 

平成 ６ 年 ３ 月 暫定豊水水利使用許可（建設省開河調発第２号） 

平成 ７ 年 ２ 月 用水供給施設 第１期工事完成（浄水能力 40,000 ㎥ ／日） 

平成 ７ 年 ４ 月 水道用水供給開始 

平成 10 年 ７ 月 札内川ダム竣工 

平成 11 年 ３ 月 用水供給施設 第２期工事完成（浄水能力 60,000 ㎥ ／日） 
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札内川ダム 

  

札内川頭首工 

 ４ 施設の概要 

供給する水道用水は札内川ダムを水源とし、ダム下流約 6.5ｋｍの地点にある取水施設から取

水しています。取水した原水は、沈砂池を経て、さらに約 10ｋｍ下流のなかとかち浄水場に自

然流下で導水しています。 

なかとかち浄水場でつくられた水道用水は、十勝地方の中央部に位置する帯広市、音更町、幕

別町、芽室町、池田町、中札内村、更別村の１市４町２村に供給しています。供給区域の標高は

77.50ｍから 296.55ｍとなっており、この大きな落差を有する地形の特性を活かし、なかと

かち浄水場からは主に自然流下で送水しています。 

 

（１）水源（札内川ダム） 

日高山脈札内岳を源とする十勝川水系札内川の上流部に､治水・水道用水・農業かんがい用

水・水力発電の機能を持った多目的ダムとして建設されました。ダム湖の湖面を上空から見ると

竜のように見えることから、ダム湖は｢とかちリュウタン湖｣と呼ばれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取水施設（札内川頭首工） 

   ・位置：札内川第１砂防ダム下流地点  取水管：φ1,000ｍｍ Ｌ＝1,3９6ｍ 

   ・沈砂池：ＲＣ造 Ｖ＝840 ㎥ ／池 
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なかとかち浄水場 

（３）導水施設 

   ・導水管【※２】：φ1,000ｍｍ Ｌ＝8,066ｍ 

 

（４）浄水施設（なかとかち浄水場） 

浄水方法は凝集沈澱急速ろ過方式【※３】を採用しています。取水した原水は浄水場着水井に

流入し、混和池、フロック形成池、沈澱池、急速ろ過池を経て塩素消毒の後、浄水池に送りま

す。なお、浄水池は送水調整と災害時対策を考慮し、計画送水量（創設時）の約３時間分を貯水

できる施設となっています。 

管理棟には、中央監視室を設け、各施設の集中監視と遠隔操作による施設全体の運転管理を行

っています。 

・１次混和池：２池 フラッシュミキサー方式 Ｖ＝72 ㎥ ／池 

   ・フロック形成池：３池 フロキュレータ方式 Ｖ＝607 ㎥ ／池 

   ・沈澱池：３池 傾斜板装置 Ｖ＝900 ㎥ ／池 

   ・２次混和池：２池 フラッシュミキサー方式 Ｖ＝34.7 ㎥ ／池 

   ・急速ろ過池：12 池 重力開放型 Ａ＝44.8 ㎡ ／池 

   ・浄水池：４池 ＲＣ造 Ｖ＝3,800 ㎥ ／池 

   ・薬品注入施設：１式 ＰＡＣ（ポリ塩化アルミニウム）、苛性ソーダ、次亜塩素酸ソーダ装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※２ 導水管 
取水した水を浄水場まで送るために使用する管。 

※３ 凝集沈澱急速ろ過方式 

取水した水に凝集剤（原水中の浮遊している濁り成分を集め大きな粒にし、沈めて除去するためなどに用いられる薬
品。）を投入し、可能な限り濁り成分を沈澱させた後、上澄水を砂が敷き詰められたろ過層によってろ過し、塩素消毒
により浄水処理をする方法で、短時間で効率良く浄水処理を行うことができる浄水方法。 
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中央監視室 

 
沈殿池 

 
十勝川横断施設（内部） 

 
札内川水管橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）排水処理施設 

浄水場からの排水は、排水排泥池で沈殿濃縮を行い、沈澱した浄水発生土を天日乾燥ろ床で乾

燥させます。なお、浄水発生土は乾燥後、埋立材として再利用しています。 

   ・排水排泥池：４池 ＲＣ造 Ｖ＝660 ㎥ ／池 

   ・天日乾燥ろ床：９床 ＲＣ造 下部集水装置 

   ・放流設備：放流管 φ1,500ｍｍ Ｌ＝283ｍ  放流護岸 Ｌ＝457ｍ 

 

（６）送水施設 

送水施設は、標高差を利用した自然流下での送水を主としており、管路内の水圧を調整するた

め、減圧施設を設けています。 

また、管路の事故や地震時の対策として、貯水池の役割を有する調整池を７ヶ所設置している

ほか、緊急時の送水停止に対応するため、４ヶ所の緊急遮断施設を設置しています。各施設の情

報は、なかとかち浄水場の中央監視室で常に監視しています。 

   ・分水施設：５ヶ所   ・緊急遮断施設：４ヶ所   ・減圧施設：１ヶ所 

   ・河川等横断施設 

札内川水管橋、途別川水管橋、旧途別川水管橋、新売買川水管橋 

     十勝川横断施設（トンネル）、利別川横断施設（トンネル） 

     十勝ヶ丘トンネル№１（山岳トンネル）、十勝ヶ丘トンネル№２（山岳トンネル） 
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送水管（ダクタイル鋳鉄管φ900ｍｍ） 

 
幕別調整池（1,300 ㎥） 

 
池田調整池（1,300 ㎥） 

 
芽室調整池（800 ㎥） 

 
帯広調整池（19,300 ㎥） 

 
音更調整池（1,500 ㎥） 

 
中札内調整池（400 ㎥） 

 
更別調整池（300 ㎥） 

   ・送水管：φ1,000ｍｍ Ｌ＝11,238ｍ 

        φ 900ｍｍ Ｌ＝12,879ｍ 

        φ 700ｍｍ Ｌ＝21,878ｍ 

        φ 600ｍｍ Ｌ＝15,085ｍ 

        φ 400ｍｍ Ｌ＝ 8,015ｍ 

        φ 350ｍｍ Ｌ＝ 7,245ｍ 

        φ 300ｍｍ Ｌ＝ 8,074ｍ 

        φ 250ｍｍ Ｌ＝ 5,276ｍ 

        φ 150ｍｍ Ｌ＝ 8,045ｍ 

           計   Ｌ＝97,735ｍ 

   ・送水調整池：７ヶ所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（カッコ内は各調整池の有効容量） 
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 ５ 組織体制 

令和６年４月１日時点での組織体制は、企業長及び副企業長、企業局（１課２係体制）からな

り、職員数は７名（企業長及び副企業長を除く）となっています。 

 

（１）事務局  職員定数 ７名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）議会  議員定数 14 名 

 

 

 

 

 

 

 

  

総務課長 

企業局長 

企業長 

（帯広市長） 

副企業長 

（帯広市副市長） 

総務係 

（３名） 

管理係 

（２名） 

議会議員 

（14 名） 

帯 広 市  ２名 

音 更 町  ２名 

幕 別 町  ２名 

芽 室 町  ２名 

池 田 町  ２名 

中札内村  ２名 

更 別 村  ２名 



 

- 13 - 
 

６ 経営状況 

（１）経営状況の概況 

用水供給事業は、地方公営企業法に基づいた独立採算制を原則とした経営を行っています。こ

れまでも民間企業への業務委託や業務の効率化による経費の節減などに取り組み、健全な経営に

努めてきました。 

しかしながら、水需要は減少していくことが予想され、用水供給事業運営の支えとなる料金収

入の伸びが見込めない状況にあり、今後、一層の効率的な事業運営が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）令和５年度 の決算状況 

 

 

 

 

 

 

  

水道用水供給事業会計の考え方 
 

 概要 収入 支出 

収益的収支 
水道用水をつくり、供給

するための収入と支出 

給水収益 

構成団体負担金 など 

維持管理費 

減価償却費 

支払利息 など 

資本的収支 
水道施設を整備するため

の収入と支出 

企業債 

構成団体繰出金 など 

施設整備費 

企業債償還金 など 
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（３）令和元～５年度の水道用水供給事業会計決算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※ 減価償却費 
固定資産の減価を費用として、その利用各年度に合理的かつ計画的に負担させる会計上の処理または手続きを減価償

却といい、この処理または手続きによって、特定の年度の費用とされた固定資産の減価額。 

※ 損益勘定留保資金 
減価償却費などの現金支出を伴わない支出や収益的収支における利益によって、内部に留保される自己資金のことを

いう。損益ベースでは将来の投資資金として確保され、資金ベースでは資本的収支の不足額における補てん財源などに

用いられる。 
 

収支区分 収支科目 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

給水収益 1,614,563 1,287,967 1,281,513 1,224,511 1,214,850

その他収入 294,987 292,202 292,329 296,881 302,672

合計 1,909,550 1,580,169 1,573,842 1,521,392 1,517,522

維持管理費 443,060 473,730 445,416 464,284 478,427

減価償却費 951,819 950,673 951,662 944,440 951,576

支払利息 111,700 85,680 62,184 41,939 26,283

その他支出 87,189 75,049 80,596 70,641 58,117

合計 1,593,768 1,585,132 1,539,858 1,521,304 1,514,403

299,618 △ 10,662 31,747 △ 7,854 △ 12,877

企業債 177,100 34,300 14,900 87,300 138,400

出資金 30,829 20,405 7,253 0 0

その他収入 0 15,303 5,439 0 217,007

合計 207,929 70,008 27,592 87,300 355,407

施設整備費 177,805 70,202 33,067 95,962 401,441

企業債償還金 901,618 838,161 750,257 653,457 486,727

その他支出 0 0 0 1,341 471

合計 1,079,423 908,363 783,324 750,760 888,639

871,494 838,355 755,732 663,460 533,232

852,839 482,427 442,602 467,305 411,883

補填額

（資本的収支の不足額）

資金残高

（現金及び預金）

（千円・税込）　

収益的

収入

収益的

支出

純利益

資本的

収入

資本的

支出
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※４ 公的資金補償金免除繰上償還制度 

過去に借り入れた高金利（５％以上）の公的資金（旧資金運用部資金・旧簡易生命保険資金・旧公営企業金融公庫資

金）を、補償金を支払わずに繰上償還できる国の制度で、平成 19 年度に平成 21 年度まで、平成 22 年度に平成 24
年度までの臨時特例措置として設けられたもの。 

 
十勝が丘公園（音更町） 

 ７ 経営健全化の取り組み 

これまで企業団では、事業運営の効率化を図るため、浄水場の運転管理業務を民間企業に委託

するなど、経費の節減に取り組んできました。また、公的資金補償金免除繰上償還制度【※４】

を活用し、企業債の繰上償還及び借り換えを行うことで、将来支払うべき起債利息の低減を図り

ました。 

今後も本プランに掲げた取り組みを実施し、健全で効率的な事業運営に努めてまいります。 
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第３章 

   

水道事業を取り巻く環境の変化 
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ワイングラスの形をした噴水（池田町） 

 

※１ 国立社会保障・人口問題研究所 
人口、世帯数の将来推計や社会保障費に関する統計の作成、調査研究などを行う厚生労働省の政策研究機関。 

232,682人

242,943人

251,887人

259,532人

266,058人

270,832人

273,411人

0人 50,000人 100,000人 150,000人 200,000人 250,000人 300,000人

27年

22年

17年

12年

７年

令和２年

平成27年

１ 人口減少社会の到来 

国立社会保障・人口問題研究所【※１】のデータによると、日本の総人口は、2010（平成

22）年の 1 億 2,806 万人をピークに減少傾向に転じており、企業団の構成市町村の総人口に

おいても、2030（令和 12）年には、2015（平成 27）年の 273,411 人から 13,879 人減

少し、259,532 人になると推計されています。 

水道事業は固定費が給水原価の大部分を占める装置産業であり、給水量にかかわらず事業費用

が減少しないという特性を持つ一方、給水量の減少は直接的に料金収入の減少につながることか

ら、構成市町村における人口減少は今後の用水供給事業の運営に大きな影響を及ぼすことが予想

されます。 
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※２ 地震調査委員会 

地震防災対策特別措置法に基づき、日本全国の地震活動を対象に、気象庁、国土地理院などの関係行政機関や大学な

どの調査結果を収集、整理、分析し、総合的な評価を政府として行う役割を担う委員会。 

 
平成 15 年十勝沖地震復旧工事（池田町） 

 
非常用自家発電設備 

 ２ 地震の脅威 

平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災では、地震に加え、津波による広域的な被災が

発生し、長期間の断水、電力・燃料不足、応援人員の不足など、応急給水から復旧活動まで多く

の課題への対応が求められました。 

企業団においても、平成 15 年９月 26 日に発生した十勝沖地震によって、池田町内の送水管

で漏水が発生し、池田町内、約 3,000 戸の断水被害につながりました。 

また、平成 30 年９月６日に発生した北海道胆振東部地震では、北海道全域で長時間にわたり

停電となる「ブラックアウト」が発生しました。浄水場などの施設や送水管に損傷はなかったも

のの、大規模停電が発生したことから、直ちに浄水場に設置している自家発電機を稼働させまし

た。これにより、停電中においても浄水場では通常どおり用水を供給することができましたが、

自家発電機で使用する燃料の確保や連絡手段の確保など、新たな課題も生じました。 

政府の地震調査委員会【※２】が平成 29 年 12 月に公表した千島海溝沿いの地震活動の長期

評価によると、十勝沖～択捉島沖を震源域とするＭ９級の超巨大地震が、今後 30 年以内に７～

40％の確率で起きると予測されています。 

この長期評価を受け同委員会が平成 30 年６月に公表した全国地震動予測地図においては、十

勝地方（帯広市）で今後 30 年以内に震度６弱以上の揺れが起きる確率は 22％となっており、

水道施設の耐震化や危機管理体制の強化が求められています。 
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平成 28 年台風 10 号通過後の札内川（頭首工付近） 

３ 気象の変化 

近年の異常気象によって、全国では毎年のように毎時 100 ㎜を超える集中豪雨が発生し、各

地で河川の氾濫や土砂災害により、住宅や農地への浸水、停電、断水被害が発生しています。 

十勝地方においても、平成 28 年８月末の台風 10 号に伴う豪雨により、新得町、清水町、大

樹町の３町を中心に約 8,300 戸で断水被害が生じたほか、企業団においても、原水の高濁度に

よる取水停止が生じました。 

集中豪雨等の異常気象は、土砂災害による送水管の破損や施設の冠水などの被害をもたらすほ

か、水源である札内川の急激な濁度上昇を引き起こします。急激な濁度上昇は、浄水処理に過度

な負担を掛けることになり、浄水量の低下や水質悪化を生じさせ、断水に至る恐れがあることか

ら、気象の変化に応じた浄水処理への対応が求められています。 
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第４章 

   

十勝中部広域水道企業団の現状と課題 
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※１ ダウンサイジング 

人口減少などにより将来の水需要の減少が見込まれるなか、将来的に必要な供給能力に見合う施設サイズに合わせて
いくために、抜本的な施設規模の適正化を図る手法。 

 １ 水需要の減少 

水道は住民生活や産業活動にとって不可欠なライフラインであり、将来にわたってその運営を

継続し、安全な水道用水を安定的に供給し続けることが求められています。 

しかしながら、構成市町村の水需要は、人口減少のほか、節水機器の普及や節水意識の向上な

どにより、減少することが予測されています。また、創設当初に計画していた水需要予測に反し

て、需要が伸びず、平成 21 年に施設計画の見直しを行ったものの、施設の稼働率は低い状況が

続いています。将来の水需要の減少が見込まれる状況においては、現在の施設能力や管路の通水

能力が過大となり、稼働率の更なる低下への対応や水の滞留による水質悪化への対応などが求め

られています。 

用水供給事業は、経営に必要な費用を料金収入で賄う独立採算制を原則に事業を運営していま

すが、施設・管路の整備や維持にかかる固定的経費が事業費の多くを占める装置産業であり、企

業団においても、水需要の減少に応じた事業費の削減が難しい状況となっています。 

今後、老朽化した設備・管路の更新が増加するなかで、設備・管路の更新にあたっては、将来

の水需要に応じたダウンサイジング【※１】等を考慮した、計画的な更新をすすめることが必要

です。 
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 ２ 経営環境 

将来にわたり、安全な水道用水を安定的に供給するためには、事業を持続的に運営することが

できる経営基盤の確保が重要となります。 

これまで企業団では、事業運営の効率化を図るため、浄水場の運転管理業務を民間企業に委託

するなど、経費の節減に取り組んできたほか、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、企業

債の繰上償還を行うなど、健全で効率的な事業運営に努めてきました。 

しかしながら、進行する人口減少により給水収益の減少は避けられず、経営環境はますます厳

しくなることが予測されます。 

水道を取り巻く厳しい環境のなかで、事業経営においては、将来を見据えた効率的かつ効果的

な事業運営が求められ、水需要の減少に見合った事業規模への転換、状況に応じた適切な投資を

行っていくことが必要となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

収益的収支の状況 
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札内川水管橋耐震補強工事 

 

※２ 計装設備 
浄水場等の運転管理に関する情報を把握し、操作に反映させる計測機器及び制御機器等の設備のこと。 

 ３ 施設の耐震化・老朽化 

近い将来、十勝沖～択捉島沖を震源域とする地震の発生が予測されています。厳しい経営環境

にあっても、地震による被災を最小限にとどめるため、水道施設の重要性や老朽度を考慮し、耐

震診断の結果などを踏まえたうえで、施設の耐震化をすすめ、地震後も水道用水を供給できるよ

うな体制づくりが求められています。 

企業団の施設は、昭和 57 年度から平成 10 年度の創設事業で整備された施設が多く、工事着

手から 30 年以上、稼動してから 20 年以上が経過しています。 

電気・計装設備【※２】や機械設備については、点検、修繕により長寿命化を図っているもの

の、老朽化が進行しており、故障の増加や修繕部品の調達が困難になる等の不具合が生じていま

す。浄水施設や管路についても日常の点検、保守による適正な維持管理を実施することで長寿命

化を図っているものの、老朽化が進行しています。 

事故を未然に防止するため、水道施設の現状を把握し、計画的な更新、維持管理を行うことが

求められています。 
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ピョウタンの滝（中札内村） 

 
※３ 残留塩素濃度 

用水に注入した塩素が、消毒効果を持つ有効塩素として消失せずに残留している塩素の濃度。 

 ４ 水質の安全確保 

企業団の水源は、原始の姿を留める日高山脈を源とする札内川ダムを水源とし、取水上流域は

日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されているため、自然環境が保全され、汚染源となる施設等が

なく、恵まれた水質環境にあります。 

このため、定期的な水質検査と水質に見合った浄水処理を行うことで、水道用水の安全性は十

分に確保できている状況ですが、近年、異常気象による高濁度水が発生しており、浄水処理に対

する気象変化の影響を最小限に抑えることが求められています。 

また、企業団の送水施設は稼働率が当初計画と大幅に乖離しています。このため、送水管内の

流速が遅く、送水に時間を要することから、残留塩素濃度【※３】やｐＨなどの適切な水質管

理、洗管等の実施について検討が必要です。 
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いなほ公園（幕別町） 

 

 ５ 人材の確保と育成 

多様化・高度化する水道の諸課題に的確に対応していくためには、水道施設の運営に関する専

門的な知識や経験を有する職員を継続的に育成し、確保していくことが必要ですが、現在の職員

は構成市町村からの派遣職員であり、経験年数の長い職員を確保することが難しい状況となって

います。なかでも、今後予定されている施設の耐震化や老朽化施設の更新事業を実施するうえで

必要な土木系・機械系・電気系の技術職員については、派遣元の構成市町村においても確保が難

しい状況が続いており、構成市町村からの職員派遣を受ける企業団においても影響が生じること

が懸念されています。 

今後も、専門的な技術や知識の習得のため、日本水道協会主催の研修会などへの参加に努める

ほか、情報管理・業務管理システムの保守、整備を行い、事業の持続的な発展を支える組織づく

りをすすめるとともに、業務委託の対象や方法、組織体制のあり方についても検討する必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

- 27 - 
 

 

 

 

  

  

第５章 

   

基本方針と施策体系 
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 １ 基本方針 

これからの 50 年、100 年先を見据えたとき、人口減少等による料金収入の減少と水道施設

の老朽化による更新需要の増大に対して、具体的な対策を講じていく必要があり、さらには、将

来発生することが予想されている大規模地震をはじめ、様々な自然災害に対して減災対策を講じ

る必要があります。 

水道事業を取り巻く環境が大きく変化しているなかでも、これまでと変わらず安全で安心な水

道用水を安定的に供給することが企業団の使命ととらえ、様々な課題に取り組むとともに、これ

まで築き上げてきた用水供給事業を、確実に次世代に引き継ぐため、厚生労働省の「新水道ビジ

ョン」を踏まえ、基本方針を次のように設定しました。 

この基本方針を今後取り組むべき施策の礎とし、運営環境が厳しくなる見通しのなか、将来に

わたって水道用水の安定供給を維持するため、経営努力を継続しつつ、優先すべき事業やそのた

めの財源確保を検討し、新しい水道の時代に対応していきます 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本方針 

強靭 

災害に強いしなやかな水
道を構築 

持続 

健全かつ安定的な事業運
営を継続 

安全で安心な水道用水の
供給 

安全 
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 ２ 施策体系 

人口減少等による料金収入の減少、施設の老朽化や自然災害、気象変動など、直面する課題や

リスクに適切に対応し、これまでと変わらず安全で安心な水道用水を安定的に供給することが企

業団の使命です。 

このため、今後取り組むべき施策について、３つの基本方針のもとに展開していきます。 

 

      

 

                  （１）水源の監視 

                  （２）水質の管理 

                  （３）水質の検査 

                  （４）浄水処理方法の調査・検討 

      

 

                  （１）耐震化の推進 

                  （２）施設・管路の維持管理 

                  （３）施設の計画的な更新の検討 

                  （４）管路の計画的な更新の検討 

                  （５）構成市町村との情報共有 

      

 

                  （１）財政基盤の強化 

                  （２）業務委託範囲や組織体制の見直し 

                  （３）環境への配慮 

                  （４）広報活動の充実 

 

 

  

安全で安心な水道用水の供給 安全 

災害に強いしなやかな水道を構築 強靭 

健全かつ安定的な事業運営を継続 持続 
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※１ ＰＤＣＡサイクル 

ＰＬＡＮ、ＤＯ、ＣＨＥＣＫ、ＡＣＴＩＯＮのそれぞれの頭文字をつないだもので、計画、実施、評価、見直しを繰
り返しながら業務の改善を図る手法。 

 ３ フォローアップ 

事業の進捗管理とともに、事業推進のためのフォローアップとして、PDCA サイクル（計画

策定→施策などの実施→自己評価→見直しの実施）【※１】による取り組みを行います。 

なお、本プランについては事業の進捗や財政状況、社会経済情勢や法令、制度改正などの外的

環境の変化を踏まえたうえで、必要に応じて見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

  
ＤO 

施策などの実施 

ACTION 

見直しの実施 

PLAN 

計画策定 

CHECK 

自己評価 
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第６章 

   

今後の取組内容 
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とかちリュウタン湖（札内川ダム ダム湖） 

 

 １ 安全【安全で安心な水道用水の供給】 

安全で安心な水道用水を安定的に供給するため、水源パトロールをはじめ、水源から構成市町

村の分水点に至るまでの水質管理を継続して実施するとともに、水質に影響を及ぼす恐れのある

リスクに適切に対応する体制を構築します。 

 

（１）水源の監視 

用水供給事業において、良好な水源の確保は最も基本的な施策です。このため、ダム管理者と

連携し、ダム湖内の水質保全に努めるとともに、ダム上流において大雨等による濁度上昇が予想

される場合は、札内川ダムへの詳細状況の確認や現地確認などを早期に行います。 

また、水質変動に応じた適切な浄水処理が行えるよう、水源環境の監視体制を構築し、安定的

に取水できる体制を確保します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）水質の管理 

企業団の原水は札内川ダムを水源とし、取水上流域は日高山脈襟裳十勝国立公園に指定されて

いるため、自然環境が保全され、汚染源となる施設がないなど、恵まれた環境にあることから、

定期的な水質検査と水質に見合った浄水処理を行うことで安全性が十分に確保できている状況で

す。 

今後も水安全計画【※１】に基づき、水源から構成市町村の分水点に至るまでの総合的な安全

管理を徹底するとともに、水質情報のデータを活用した適切な浄水処理を行い、水質の安全性を

確保します。また、他企業団等の水質管理体制について情報収集を行い、企業団の水処理対応に

反映させるとともに、検査マニュアルを定期的に確認し、必要な改定や追加を適宜行い、水質管

理体制の向上に努めます。 

 

 

 

※１ 水安全計画 

水源から分水点までに潜んでいる様々な水質に関するリスクを抽出し、それぞれのリスクへの対処や監視の方法をと
りまとめ、食品製造分野で確立されているＨＡＣＣＰの考え方を導入した安全な水を確実に供給するための計画。企業
団においても平成 2７年度に策定。 
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水質検査 

 

（３）水質の検査 

水質検査は水質管理の一部であり、供給する水道用水が水質基準等に適合しているか否かを判

定する重要な役割を果たしています。このため、水質検査は自己検査を原則とし、水質事故等が

発生した場合においても迅速に検査できるよう、自己検査体制を今後も維持していきます。 

また、水質検査機器については、機能維持と経済性を考慮したうえで、可能な限り長期間使用

できるよう点検、整備に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）浄水処理方法の調査・検討 

近年、異常気象による高濁度水や原水濁度の急激な上昇が発生しています。浄水処理に対する

気象変化の影響を最小限に抑えるため、水質の変化に応じた適切な浄水処理に努めるとともに、

水質の経年的な変化や影響要因等に注視し、原水の変化に応じた浄水処理方法の調査、検討を行

います。 
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 ２ 強靭【災害に強いしなやかな水道を構築】 

地震による被災を最小限にとどめ、水道用水を安定的に供給できるよう、耐震診断調査の結果

を踏まえた計画的な施設の耐震化をすすめ、被災した場合であっても迅速に復旧できるしなやか

な水道を目指します。 

 

（１）耐震化の推進 

平成７年に発生した阪神・淡路大震災以降、土木・建築構造物の耐震基準が見直されたことも

あり、施設の現状を正確に把握する必要があることから、各施設の耐震診断調査を実施していま

す。水道施設が保持すべき建物・構築物の耐震基準は、基幹施設で代替施設のない重要度の高い

施設に位置づけられ、レベル１・２地震動を満足する耐震性が必要です。 

地震による被災を最小限にとどめるため、平成 26 年度に策定した「水道施設耐震化事業基本

計画」（令和７年度以降は令和６年度に策定した「施設耐震化、設備・管路等更新計画」）に基

づき、施設の重要度を勘案したうえで、優先度を考慮した計画的な耐震化に取り組みます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

水道施設の重要度と備えるべき耐震性能 

 対レベル１地震動 対レベル２地震動 

重要な水道施設 健全な機能を損なわないこと 
生ずる損傷が軽微であって、機能に

重大な影響を及ぼさないこと 

それ以外の 

水道施設 

生ずる損傷が軽微であって、機能に

重大な影響を及ぼさないこと 
 

対レベル１地震動：施設の供用期間中に発生する可能性（確率）が高い地震動 

対レベル２地震動：過去から将来にわたって当該地点で考えられる最大規模の強さを有する地震動 

水道施設の重要度による分類 

重要な水道施設 

・取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設 

・配水施設のうち、破損した場合に重大な二次災害を生ずる恐れが高いもの 

・配水施設のうち、配水本管及びこれに接続するポンプ場、配水池等、並びに

配水本管を有さない水道における最大の容量の配水池等 

それ以外の 

水道施設 
・上記以外の水道施設 

「水道施設の技術的基準を定める省令」抜粋    
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※２ 予防保全 

定期的な点検で損傷等を発見し、大規模修繕や事故に至る前の軽微な段階で補修し、長寿命化を図ること。 

  

日常点検の様子 

（２）施設・管路の維持管理 

各施設の状況は、なかとかち浄水場の中央監視設備で常時監視し、取水量・浄水量・送水量の

水量制御、水質監視や薬品注入制御等を統括的に行っています。これにより、設備や管路の異常

等の早期発見のほか、日常点検と合わせ、軽微な変動を確知することで設備等の予防保全【※

２】に活かしていきます。 

施設・管路機能を維持するための保守管理については、点検基準及び頻度の見直しを適宜行

い、適切かつ効率的な点検に努めるほか、定期点検等により老朽化の度合を確認することで、使

用可能年数を分析するとともに、設置機器メーカーの部品調達可能時期等を把握するなど、機能

保全と長寿命化に重点を置いた取り組みをすすめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）施設の計画的な更新の検討 

施設の更新時には、将来の人口減少等による水需要の減少を考慮し、更新時点で必要な施設能

力は確保しつつ、将来的に施設能力が縮小できる方策を検討するとともに、事業環境の変化に応

じた適切な施設及び機器の更新を「施設耐震化、設備・管路等更新計画」に基づきすすめます。 

 

（４）管路の計画的な更新の検討 

管路の更新周期は法定耐用年数の 40 年が一つの目安になりますが、実際には埋設環境や管種

によって、その年数を超えても十分使用できることが多くあることから、既存管路の状況を把握

したうえで、更新時期やダウンサイジング等の検討を行い、「施設耐震化、設備・管路等更新計

画」に基づきすすめます。 

また、管路は単一路線で予備的経路がないため、事故・災害時等には供給停止となる恐れがあ

ります。管路更新の検討にあたっては、バックアップ機能を有する経路等についても合わせて検

討を行います。 
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みなみ野公園（帯広市） 

（５）構成市町村との情報共有 

施設の長寿命化や施設更新の検討にあたっては、構成市町村と協議を重ねながら、「施設耐震

化、設備・管路等更新計画」に基づき計画的に取り組みをすすめます。 

また、給水栓水質を含めた安全で安心な水道水を地域住民の皆さまに供給するためには、構成

市町村との連携が不可欠なことから、引き続き、構成市町村と水質に関する情報共有に努めてい

きます。 
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 ３ 持続【健全かつ安定的な事業運営を継続】 

効率的な組織体制の構築と経営基盤の強化を図り、健全かつ持続可能な用水供給事業を目指し

ます。 

 

（１）財政基盤の強化 

計画的な財政運営を行うため、５年ごとに必要な経費とその財源を踏まえた財政収支計画（令

和７年度以降は長期財政収支計画）を策定し、計画的に事業を実施することで、安定的な経営を

維持していきます。また、施設の更新や修繕などの維持管理、施設運用にあたっては、経営・財

務状況の現状を把握し、アセットマネジメント【※３】を活用しながら、重要度や老朽度に応じ

た計画的な施設運用、整備を行い、事業費の平準化を図るとともに、水需要の減少を踏まえた施

設規模の適正化をすすめます。 

しかしながら、施設の老朽化による更新や耐震化事業の財源は起債に頼らざるを得ない状況で

あり、水需要の増加が見込めないなか、多額の起債は将来の償還額の増加による財政の硬直化を

招く恐れがあります。創設事業における企業債【※４】の償還が減少し、企業債残高は減少傾向

にあるものの、将来負担への影響を見極め、適切な企業債の発行に努めるとともに、人口減少時

代を見据えた適切な料金設定、経費節減や事業運営の効率化等に努め、財政基盤の強化を図りま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業債の未償還残高 

 
※３ アセットマネジメント 

持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的か
つ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動。企業団においても平成 28 年度に策定。 

※４ 企業債 

地方公営企業が行う建設、改良等に要する資金に充てるために国や金融公庫等から借り入れる地方債。 
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（２）業務委託範囲や組織体制の見直し 

今後も耐震化事業、施設・設備・管路の老朽化対策等、一定の事業量が継続的に見込まれてい

ます。これらの整備事業だけではなく、日常的な設備の維持管理などを限られた人員で実施して

いくためには、合理的かつ経済的な業務執行体制の確立が求められています。 

そのためには、企業団が担うべき業務を再検証し、経営の効率化、技術力確保の観点から、外

部に委託する業務の見直しを検討する必要があるものの、委託範囲の拡大や新たな業務を委託す

るにあたっては、委託業務が適切に実施されていることを管理することができる職員が不可欠で

あり、水道事業に関しての知識や技術を備えた職員が一定数必要となります。このため、水道事

業を持続的に運営していくためには、人材育成も重要な要素であり、構成市町村が有する運転管

理技術など、水道事業固有のノウハウを共有するための仕組みの検討が必要です 。 

水道事業を持続的に運営するためには、水道施設管理の第三者委託【※５】など、民間委託の

推進も有効な取り組みの一つとされていますが、国は経営基盤や技術基盤の強化を図る有効な方

策として、水道事業の広域化を推進しており、改正水道法（H30.12.12 公布）においても柱の

一つとされています。 

今後、水道事業の広域化や垂直統合【※６】、コンセッション方式【※７】の導入など、国や

他企業団等の動向を注視し、今後の業務委託範囲や組織体制のあり方について検討をすすめてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

従来までの 
水道広域化の 

イメージ 

イメージ（概念） 
を広げた 

水道広域化 

事業統合 

経営の一体化 

管理の一体化 

施設の共同化 

厚生労働省 「水道広域化検討の手引き」より抜粋 

 

※５ 第三者委託 
平成 14 年の水道法改正により新たに創設された水道法第 24 条の３に基づく委託のことで、水道施設の運転管理や

水質管理などにおいて水道法での責任を伴う技術上の業務を第三者に委託すること。 

※６ 垂直統合 
水道用水供給事業と受水団体である水道事業が統合し、末端まで給水する水道事業とする方法。 

※７ コンセッション方式 

ＰＦＩ（公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用する方式）の一類型で
施設の所有権を公共が有したまま、民間事業者に当該施設の運営を委ねる方式。 
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施設見学の様子 

（３）環境への配慮 

用水供給事業は、浄水処理や送水時に電力などのエネルギーが必要ですが、環境保全をすすめ

るうえでエネルギー消費量や二酸化炭素の削減など、環境負荷低減に向けた取り組みが求められ

ています。 

新たな再生可能エネルギー設備として令和４年度よりマイクロ水力発電設備を導入している

が、他の設備等更新時においても高効率設備の導入を検討するなど、二酸化炭素等の排出量削減

を図るとともに、引き続き、浄水処理で生じる浄水発生土の再利用や工事で生じる建設副産物の

リサイクルをすすめ、環境への配慮に努めていきます。 

 

（４）広報活動の充実 

ホームページを活用して事業運営内容、財政状況、水質情報等を公表していますが、開設から

年数が経過しているため、掲載形式や内容を見直すなど、情報発信の充実に取り組んでいきま

す。 

また、なかとかち浄水場では浄水処理の仕組み等を内容とした施設見学を受け入れています。

なかでも、将来を担う子どもたちに、水道や水道を取り巻く状況を正しく理解してもらうため、

小学校の環境学習や社会科学習の場として活用を働きかけていきます。 
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第７章 

   

財政収支の見通し 
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 １ 経営戦略の策定について 

水道事業や交通事業などの地方公営企業を管轄する総務省は、地方公営企業に事業廃止や民営

化を含む抜本的な改革の検討を通じて、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図り、将来

にわたって安定的に事業を継続していくための計画である「経営戦略」の策定に取り組むことを

求めており、企業団においても、ワックアプラン２０２０の策定に合わせて、経営戦略を策定す

るものです。 

 

 ２ 現状分析 

企業団の経営状況について、経営比較分析表を元に分析した結果は次のとおりです。 

経営比較分析表は、各公営企業が経営状況や課題を客観的に把握できるようにするために、総

務省が策定した分析表であり、経営及び施設の状況を表す複数の指標、その指標の経年比較や類

似団体との比較などの分析から構成されています。 

経営比較分析表は毎年度作成しており、ホームページで公表しています。 

経営比較分析表において比較している類似団体の平均値は全国の用水供給事業体（平成 29 年

度現在 68 事業体）の平均値となっています。 

  

（１）経常収支比率 （％） 

算出式：（経常収益／経常費用）×100 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

経常収支比率は、経常収益で経常費用をどの程度賄えているかを表す指標で、単年度の経常収

支が黒字であることを示す 100％以上となることが望ましく、比率が大きいほど経営の健全性が

確保されていることを示します。 

 

  

112.41 
113.51 

120.30 

99.28 102.23 99.45 99.09 

114.26 112.98 112.91 111.13 112.49 107.33 

0

50

100

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

類似団体平均
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※１ 新会計制度 
平成 26 年度の予算及び決算から適用となった会計基準で、従来の会計基準では資本に計上されていた借入金（企業

債等）の負債計上や補助金など地方公営企業が外部から受ける資金の会計処理方法、関係する収益の考え方など、11

の項目について見直しが行われたもの。 

（２）累積欠損金比率（％） 

算出式：｛当年度未処理欠損金／（営業収益－受託工事収益）｝×100 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

累積欠損金比率は、営業収益に対する累積欠損金の割合を表す指標で、比率が小さいほど経営

の健全性が確保されていることを示します。 

企業団は、用水の供給を開始した平成７年度から平成18年度までは毎年度純損失を計上してい

ましたが、平成19年度以降は純利益を計上し、累積欠損金の解消がすすみました。しかし、令和

２年度から純損失を計上する年度もあり、累積欠損金の解消が停滞しています。 

 

（３）流動比率（％） 

算出式：（流動資産／流動負債）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流動比率は、短期的な債務に対する支払能力を表す指標で、比率が大きいほど経営の健全性が

確保されていることを示します。 

企業団は、新会計制度【※１】の適用に伴い借入資本金として整理されていた企業債が負債計

上となった影響により100％を下回っていましたが、短期的な債務に対する支払いに問題はな

く、令和４年度以降は100％以上となりました。 
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（４）企業債残高対給水収益比率（％） 

算出式：（企業債現在高合計／給水収益）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業債残高対給水収益比率は、給水収益に対する企業債残高の割合を表す指標で、比率が小さ

いほど経営の健全性が確保されていることを示します。 

企業団は、類似団体平均を上回っているものの、創設事業に係る企業債の償還がすすみ数値は

改善しています。 

 

（５）料金回収率（％） 

算出式：（供給単価／給水原価）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料金回収率は、給水収益で給水にかかる費用をどの程度賄えているかを表す指標で、比率が大

きいほど経営の効率性が確保されていることを示します。 

企業団は、令和２年度以降100％を下回る年度もあり、用水供給に係る費用を収益で賄うこと

ができていない状況です。 
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※２ 有収水量 

料金徴収の対象となった水量。 

（６）給水原価（円） 

算出式：｛経常費用－（受託工事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯事業費）－長期前受金戻

入｝／年間総有収水量 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

給水原価は、有収水量【※２】１㎥ あたりについて、どの程度費用がかかっているかを表す指

標で、金額が少ないほど経営の効率性が確保されていることを示します。 

企業団は、類似団体平均を上回っていますが、給水人口や管延長など事業環境が他の類似団体

と異なることが要因と考えられます。 

 

（７）施設利用率（％） 

算出式：（一日平均配水量／一日配水能力）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設利用率は、日配水能力に対する日平均配水量の割合を表す指標で、比率が大きいほど経営

の効率性が確保されていることを示します。 
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（８）有収率（％） 

算出式：（年間総有収水量／年間総配水量）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有収率は、年間総配水量に対して年間総有収水量が占める割合を表す指標であり、施設の稼動

が収益に繋がっているかを判断するもので、比率が大きいほど経営の効率性が確保されているこ

とを示します。 

企業団は、類似団体平均と同水準となっており、99％前後で推移しています。 

 

（９）有形固定資産減価償却率（％） 

算出式：（有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度すすんで

いるかを表す指標で、比率が大きいほど保有資産が法定耐用年数に近づいており、資産の老朽化

がすすんでいることを示します。 

企業団は、類似団体平均下回っていますが、施設の経年化に伴い数値の増加が見込まれます。 
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（10）管路経年化率（％） 

算出式：（法定耐用年数を経過した管路延長／管路延長）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路経年化率は、管路延長に対して法定耐用年数を超えた管路延長が占める割合を表す指標

で、比率が大きいほど管路の更新等の必要性が高く、管路の経年化がすすんでいることを示しま

す。 

企業団は、平成７年４月に水道用水の供給を開始したことから、法定耐用年数を超えた管路は

ありません。 

 

（11）管路更新率（％） 

算出式：（当該年度に更新した管路延長／管路延長）×100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管路更新率は、管路延長に対して当該年度に更新した管路が占める割合を表す指標であり、比

率が大きいほど管路の更新ペースが速いことを示します。 

企業団は、平成７年４月に水道用水の供給を開始したことから、これまで更新した管路はあり

ませんでしたが、令和５年度送水管移設工事に伴い管路を更新しました。 
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 ３ 令和２年度以降の財政収支計画 

「財政収支計画」及び「長期財政収支計画」の算定にあたっては、構成市町村の水需要に基づ

き積算した給水収益と施設や設備の整備計画、計画期間内において予定される事業や取り組みを

もとに試算しました。 

 

（１）第６期財政収支計画（令和２年度～６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（単位：千円）

基準年度

令和元年度(決算) 令和２年度(決算) 令和３年度(決算) 令和４年度(決算) 令和５年度(決算) 令和６年度(予算) 第６期合計

用水供給料金 1,481,308 1,170,879 1,165,012 1,113,192 1,104,410 1,121,879 5,675,372

他会計補助金 430 0 0 0 0 0 0

長期前受金戻入：A 287,297 285,147 285,346 285,878 294,085 289,351 1,439,807

その他の収入 6,673 6,417 6,350 10,296 7,811 8,673 39,547

1,775,708 1,462,443 1,456,708 1,409,366 1,406,306 1,419,903 7,154,726

議会及び監査費 3,098 3,033 3,017 2,888 3,010 3,447 15,395

総係費 39,959 40,450 41,467 41,470 40,640 49,404 213,431

原水及び浄水費 362,950 393,247 366,449 381,042 387,057 418,496 1,946,291

減価償却費：B 951,819 950,673 951,662 944,440 951,576 957,043 4,755,394

資産減耗費：C 6,562 21 181 2,292 10,613 146 13,253

企業債利息（創設） 111,700 85,680 62,184 41,939 26,178 18,200 234,181

企業債利息（更新） 0 0 0 0 104 155 259

その他の経費 2 1 1 3,149 5 4,001 7,157

1,476,090 1,473,105 1,424,961 1,417,220 1,419,183 1,450,892 7,185,361

299,618 △ 10,662 31,747 △ 7,854 △ 12,877 △ 30,989 △ 30,635

△ 2,744,287 △ 2,754,949 △ 2,723,202 △ 2,731,056 △ 2,743,933 △ 2,774,922 △ 2,774,922

企業債（創設） 177,100 34,300 14,900 65,900 124,100 37,100 276,300

企業債（更新） 0 0 0 21,400 14,300 238,100 273,800

0 15,303 5,439 0 0 19,628 40,370

出資金 30,829 20,405 7,253 0 0 26,170 53,828

その他の収入 0 0 0 0 217,007 0 217,007

207,929 70,008 27,592 87,300 355,407 320,998 861,305

705 0 0 0 0 0 0

177,100 70,202 33,066 72,397 386,596 93,036 655,297

0 0 0 23,565 14,845 245,650 284,060

901,618 838,161 750,257 653,457 486,727 418,814 3,147,416

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1,341 471 0 1,812

1,079,423 908,363 783,323 750,760 888,639 757,500 4,088,585

△ 871,494 △ 838,355 △ 755,731 △ 663,460 △ 533,232 △ 436,502 △ 3,227,280

1,598,312 1,387,402 1,249,528 1,154,739 1,162,503 1,295,984 4,086,762

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 1 2

611,445 726,818 549,047 493,797 491,279 629,271 726,818

726,818 549,047 493,797 491,279 629,271 859,482 859,482

16,164 5,699 2,237 7,942 15,996 29,863 61,737

※損益勘定留保資金は、平成30年度決算を反映

基本料金　9,360円／㎥

従量料金　27円／㎥

基本料金（創設分）　5,760円／㎥

基本料金（更新分）　12円／㎥

資本的収支調整額：J

施設整備費（更新）

施設整備費（創設）

固定資産取得費

科目区分

４条対応分課税仕入れに係る
非課税売上げ見合い消費税：H

過年度損益勘定留保資金：I

損益勘定留保資金残高（E+F）

収支差引：E

  たな卸資産（貯蔵品）：G

従量料金　32円／㎥

    未処理欠損金

資
本
的
収
支
（

税
込
）

国庫補助金

収入合計

その他の支出

 補てん財源
（F=B+C+D+H+I+J-A-G）

収
益
的
収
支
（

税
抜
）

収入合計

支出合計

第６期 財政収支計画（令和２年度～６年度）

 当年度純利益・損失：D

企業債償還金（創設）

企業債償還金（更新）

支出合計
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※ 長期前受金戻入 

長期前受金（減価償却を行う固定資産を取得する際に交付された補助金等の財源）を減価償却に合わせて収益化した

もの。 
※ 資産減耗費 

固定資産除却費とたな卸資産減耗費に分類され、主に使用される固定資産除却費は、固定資産を廃棄し、その帳簿価

額を除却する際に減価償却費として費用化されていない額を費用化したもの。 

（２）第７期財政収支計画（令和７年度～11 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

（単位：千円）

基準年度

令和元年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度 令和11年度 第７期合計

用水供給料金 1,481,308 1,131,740 1,129,256 1,127,391 1,122,599 1,119,505 5,630,491

他会計補助金 430 0 0 0 0 0 0

長期前受金戻入：A 287,297 290,448 288,978 293,628 292,756 291,438 1,457,248

その他の収入 6,673 8,780 8,867 8,956 9,046 9,137 44,786

1,775,708 1,430,968 1,427,101 1,429,975 1,424,401 1,420,080 7,132,525

議会及び監査費 3,098 3,449 3,450 3,451 3,451 3,452 17,253

総係費 39,959 49,276 49,239 49,438 49,718 49,830 247,501

原水及び浄水費 362,950 528,142 553,211 541,126 676,837 549,942 2,849,258

減価償却費：B 951,819 974,320 983,863 993,676 1,012,520 1,036,115 5,000,494

資産減耗費：C 6,562 4,156 2,417 11,862 8,357 3,457 30,249

企業債利息（創設） 111,700 11,737 7,839 5,119 3,317 2,164 30,176

企業債利息（更新） 0 2,555 2,617 2,617 2,611 2,581 12,981

その他の経費 2 4,001 4,001 4,001 4,001 4,001 20,005

1,476,090 1,577,636 1,606,637 1,611,290 1,760,812 1,651,542 8,207,917

299,618 △ 146,668 △ 179,536 △ 181,315 △ 336,411 △ 231,462 △ 1,075,392

△ 2,744,287 △ 2,921,590 △ 3,101,126 △ 3,282,441 △ 3,618,852 △ 3,850,314 △ 3,850,314

企業債（創設） 177,100 0 0 0 0 0 0

企業債（更新） 0 0 0 0 0 0 0

0 14,674 41,512 10,021 46,094 31,853 144,154

出資金 30,829 19,566 55,349 13,362 61,458 42,471 192,206

その他の収入 0 0 0 0 0 0 0

207,929 34,240 96,861 23,383 107,552 74,324 336,360

705 0 0 0 0 0 0

177,100 294,337 295,107 133,475 189,644 265,306 1,177,869

0 14,405 0 234,143 518,866 0 767,414

901,618 365,226 324,005 286,277 237,910 163,049 1,376,467

0 0 0 0 5,310 6,710 12,020

0 0 1,716 1,334 3,774 912 7,736

1,079,423 673,968 620,828 655,229 955,504 435,977 3,341,506

△ 871,494 △ 639,728 △ 523,967 △ 631,846 △ 847,952 △ 361,653 △ 3,005,146

1,598,312 1,427,975 1,331,052 1,369,311 1,191,796 882,845 3,526,338

0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 5

611,445 859,482 788,247 807,085 737,465 343,844 859,482

726,818 788,247 807,085 737,465 343,844 521,192 521,192

16,164 27,132 25,038 31,630 62,620 22,328 168,748

※損益勘定留保資金は、令和５年度決算を反映

区分 科目
第７期 財政収支計画（令和７年度～11年度）

基本料金　9,360円／㎥ 基本料金（創設分）　3,610円／㎥
従量料金　38円／㎥

従量料金　27円／㎥ 基本料金（更新分）　2,418円／㎥

損益勘定留保資金残高（E+F）

収
益
的
収
支
（

税
抜
）

収入合計

支出合計

 当年度純利益・損失：D

    未処理欠損金

その他支出

資本的収支調整額：J

施設整備費（更新）

企業債償還金（創設）

企業債償還金（更新）

支出合計

収支差引：E

 補てん財源
（F=B+C+D+H+I+J-A-G）

資
本
的
収
支
（

税
込
）

国庫補助金

収入合計

固定資産取得費

施設整備費（創設）

  たな卸資産（貯蔵品）：G

４条対応分課税仕入れに係る
非課税売上げ見合い消費税：H

過年度損益勘定留保資金：I
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 ４ 財政収支の見通し 

令和２年度以降の「財政収支計画」及び令和 7 年度以降の「長期財政収支計画」では、用水供

給料金の基礎となる料金単価の算定に現金支出を伴わない減価償却費などを含めていないため、

収益的収支で未処理欠損金が増加する状況となります。また、資本的収支においても資本的収支

不足額が生じていますが、損益勘定留保資金を有しているため不足額を補てんすることができ、

経営全体においては、必要な資金（現金）は確保される見通しです。 

将来にわたり安全で安心な水道用水を安定的に供給するという使命を達成するため、長期的な

視点に立った計画的な施設整備や維持管理をすすめながら、減少する水需要に応じた施設規模の

適正化、業務の効率化によるコスト削減に取り組むとともに、収支実績を踏まえ、適切な時期に

料金単価の検討をすすめ、持続可能な事業経営に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワックアプラン２０２０  

— 新しい水道ビジョンと経営戦略 — 
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